
「掛金納付の考え方」における工事種別分類表　建築工事

工事種別 判断の目安（具体的な例）

住宅・同設備工事

・マンション等の住宅や宿舎、寮、寄宿舎、合宿所の宿泊棟（準住

宅扱い）などの住宅に該当する建築工事及びこれらの工事に附帯す

る設備工事。

・これらの建物に附帯する物置、トイレ、土蔵、車庫などの附属建

築物の建築工事を含む。

・建築で受注のマンション、宿舎等のはつり（外壁はがし）工事。

・マンション、宿舎等のビル外壁塗装工事。

非住宅・同設備工事

・官庁、校舎、〇〇センター、再開発ビル、研究所、博物館や美術

館、病院、図書館、体育館、競技場、ドームスタジアム、観測所、

職業訓練校、保養所や宿泊所、研修所、郵便局などの非住宅に該当

する建築工事及びこれらの工事に附帯する設備工事。

・これらの建物に附帯する物置、トイレ、車庫などの附属建築物の

建築工事を含む。

・建築で受注の官庁、学校等のはつり（外壁はがし）工事。

・官庁、学校等のビル外壁塗装工事。


